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頁 行

備　考

1 22

組織改編

2 9

組織改編

修正前 修正後

1

救護福祉部（健康福祉部長）

水 防

本部長

(副市長)

(教育長)

副本部長 技術部（建設部長・上下水道部長・まちづくり推進部長）

避難部
（教育部長・文化スポーツ部長）

消防公安部（消防長・副消防長・消防署長）

（市長）

【水防本部の組織図】

情報管理部

（企画政策部長・総務部長・議会事務局長・監査事務局長）

本部事務局部
（建設部長・総務部長・企画政策部長・財政部長）

消防補助員
(各部配属）

動員部（総務部長）

物資供給部（産業部長）

技術部
（建設部長・上下水道部長・まちづくり推進部長、次長）

救護福祉部
（健康福祉部長・青少年子ども部長・市民生活部長）

本部事務局部
（建設部長・総務部長・企画政策部長）

物資供給部（産業部長）

消防補助員
(各部配属）

動員部（総務部長）

情報管理部

（企画政策部長・総務部長・議会事務局長・監査事務局長）

【水防本部の組織図】

水 防

本部長

(副市長)

(教育長)

副本部長

避難部（教育部長・文化スポーツ部長）

消防公安部（消防長・副消防長・消防署長）

（市長）

1 3 15 2 5 41 64 173 285 589

230 230

1 1 6 6 106 120

1 3 15 2 5 41 64 173 515 1 1 6 6 106 939
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３　水防組織にかかる人員配置一覧

計

本

部

長

副

本

部

長

部

長

消

防

署

長

副

消

防

長

消

防

出

張

所

長

本

　

部

 第 ３ 分団

 第 ５ 分団

 第 ４ 分団

 部　　員

 消防補助員

 消 防 団

 第 ２ 分団

他

の

従

事

者

課

長

補

佐

主

査

課

長

副

分

団

長

副

団

長

分

団

長

 第 １ 分団

計

 団　本　部

消

　

防

　

団

 第 ６ 分団

団

長

消

防

団

員

計

1 3 14 2 5 40 68 196 274 603

213 213

1 1 6 6 101 115

1 3 14 2 5 40 68 196 487 1 1 6 6 101 931

1 1 3 5

1 1 16 18

1 1 17 19

1 1 14 16

1 1 20 22

1 1 10 12

1 1 21 23

1 1 6 6 101 115

３　水防組織にかかる人員配置一覧

計

本

部

長

副

本

部

長

部

長

消

防

署

長

副

消

防

長

消

防

出

張

所

長

 第 ６ 分団

課

長

本

　

部

 第 ３ 分団

 第 ５ 分団

 第 ４ 分団

 部　　員

 消防補助員

 消 防 団

 第 ２ 分団

分

団

長

他

の

従

事

者

課

長

補

佐

主

査

計

副

分

団

長

副

団

長

消

　

防

　

団

 団　本　部

 第 １ 分団

計

団

長

消

防

団

員



頁 行

備　考

修正前 修正後

2 26

組織改編

3 1

組織改編

2

部

1  水防本部の設置

2

 被害状況等の集約、関係機関等への伝達

3  避難の勧告、指示

4  自衛隊の派遣要請、広域応援要請

5  応急対策全般の調整

6  通信の確保、統制、運用

7  車両の確保、応援資機材の確保

8  緊急通行車両の確認要請

9

 庁舎駐車場の確保、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの稼働指示

10  被災証明書の発行

1

見舞い者等への応援及び秘書に関すること

総括担当者部　長

◎建設部長

○総務部長

本

　

部

　

事

　

務

　

局

活　動　内　容 担 当 課

河川排水課

市民安全課

河川排水課長

総　務　課

交通対策課長

総務課長

交通対策課

　企画政策部長

（本部長付)

市民安全課長

秘書課長 秘　書　課

部

1  水防本部の設置

2

 被害状況等の集約、関係機関等への伝達

3  避難の勧告、指示

4  自衛隊の派遣要請、広域応援要請

5  応急対策全般の調整

6  通信の確保、統制、運用

7  車両の確保、応援資機材の確保

8  緊急通行車両の確認要請

9

 庁舎駐車場の確保、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの稼働指示

10  被災証明書の発行

1

見舞い者等への応援及び秘書に関すること

交通対策課

財　政　課

管財契約課

総括担当者部　長

◎建設部長

○総務部長

本

　

部

　

事

　

務

　

局

活　動　内　容 担 当 課

河川排水課

市民安全課

河川排水課長

　財政部長

財政課長

管財契約課長

総　務　課

交通対策課長

市民安全課長

総務課長

（本部長付)

秘書課長 秘　書　課

　企画政策部長

部

1  参集職員の把握

2  動員態勢の検討、応援配置調整

3  消防補助員の指揮、監督招集、割振り

4  その他職員の動員

1  避難の勧告、指示の広報に関すること

2

3  災害に関する写真、ビデオ記録、整理

1  気象情報、被害情報等の収集

2  市内雨量、河川水位等の把握、記録

1  食料、物資の調達、管理、供給

2  炊き出し

3  農業用施設の確認巡視、応急対策

1  避難所の開設、管理

2  教育施設の被害調査、応急復旧

3  学校教育の早期再開

◎消防長
1  消火、救出、救助、救急

○副消防長

2  避難の勧告、指示、誘導

○消防署長

3  火災情報、気象情報の収集、連絡

4  被害状況の把握、記録、連絡

5  関係機関との連絡調整

6  消防補助員の指揮、監督

学校給食課

情報ｼｽﾃﾑ課

　監査事務局長

学校給食課長

◎教育部長

　総務部長

◎産業部長

物

資

供

給

部

情

 

報

 

管

 

理

 

部

動

員

部

学校教育課長

生涯学習課長

◎企画政策部長

経済振興課

農　政　課

情報ｼｽﾃﾑ課長

広報広聴課

議事課

活　動　内　容

◎総務部長

部　長

南出張所長

北出張所長

避

難

部

○文化ｽﾎﾟｰﾂ部長

企業活動支援課

教育総務課

学校教育課

生涯学習課

農政課長

 企業活動支援課長

東 出 張 所

西 出 張 所

通信指令室長

監査課長

監査課

ニュータウン創生課長

人　事　課

 人事課長

企画政策課長

 報道機関との連絡調整、災害広報に関すること

議事課長

消防総務課長

予防課長

総括担当者

教育総務課長

広報広聴課長

　議会事務局長

企画政策課

担 当 課

消

　

防

　

公

　

安

　

部

北 出 張 所

高蔵寺出張所

副署長

東出張所長

西出張所長

南 出 張 所

高蔵寺出張所長

消　防　署

文　化　課

消防総務課

通信指令室

文化課長

ニュータウン創生課

予　防　課

経済振興課長

部

1  参集職員の把握

2  動員態勢の検討、応援配置調整

3  消防補助員の指揮、監督招集、割振り

4  その他職員の動員

1  避難の勧告、指示の広報に関すること

2

3  災害に関する写真、ビデオ記録、整理

1  気象情報、被害情報等の収集

2  市内雨量、河川水位等の把握、記録

1  食料、物資の調達、管理、供給

2  炊き出し

3  農業用施設の確認巡視、応急対策

1  避難所の開設、管理

2  教育施設の被害調査、応急復旧

3  学校教育の早期再開

◎消防長
1  消火、救出、救助、救急

○副消防長

2  避難の勧告、指示、誘導

○消防署長

3  火災情報、気象情報の収集、連絡

4  被害状況の把握、記録、連絡

5  関係機関との連絡調整

6  消防補助員の指揮、監督

企画政策課

議事課

消防救急課

経済振興課長

西 出 張 所

通信指令室

消防総務課

予　防　課

高蔵寺出張所長

担 当 課

通信指令室長

副署長

東出張所長

南 出 張 所

消

　

防

　

公

　

安

　

部

北 出 張 所

高蔵寺出張所

総括担当者

教育総務課長

◎総務部長

広報広聴課長

○議会事務局長

◎企画政策部長

議事課長

人　事　課

 人事課長

企画政策課長

企業活動支援課

教育総務課

学校教育課

文化・生涯学習課

 企業活動支援課長

消　防　署

東 出 張 所

消防総務課長

避

難

部

○文化ｽﾎﾟｰﾂ部長

南出張所長

北出張所長

◎教育部長

○総務部長

予防課長

農政課長

消防救急課長

経済振興課

農　政　課

情報ｼｽﾃﾑ課長

広報広聴課

監査課

監査課長

 報道機関との連絡調整、災害広報に関すること

活　動　内　容部　長

動

員

部

学校教育課長

文化・生涯学習課長

情

報

管

理

部

西出張所長

学校給食課
学校給食課長

○監査事務局長

◎産業部長

物

資

供

給

部

情報ｼｽﾃﾑ課



頁 行

備　考

修正前 修正後

3 21

組織改編

3

◎健康福祉部長

1  救護所の開設、診療等

○
青少年子ども部長

2  医療機関との連絡調整

○市民生活部長

3  医療品等の調達、供給

4  医療ボランティアの受け入れ、調整

◎建設部長

（水防に関すること）

○上下水道部長

1  八田川、地蔵川の水位観測及び巡視

2  被害現地へ土のう積み込み運搬

3  浸水被害地区の排水対策

（調査に関すること）

1  浸水等被害通報地域への調査、巡視

2  その他危険箇所の調査、巡視

3  避難の指示、誘導

4  人命捜索、救助

5  危険箇所の確認巡視、応急対策

6  被害家屋の調査、資料の整理

7  道路地下道の交通整理

（復旧に関すること）

1  公共土木施設の被害調査、災害復旧

2  道路障害物の除去等

3  倒壊家屋対策、瓦礫対策

4  被災住宅対策

子ども政策課

保育課長

保険医療年金課

保　育　課

上下水道経営課

都市整備課

保険医療年金課長

道　路　課

住宅施設課長

健康増進課

健康増進課長

都市整備課長

都市政策課

水道工務課長

都市政策課長

救

護

福

祉

部

○まちづくり推進部長

建築指導課長

ニュータウン創生課長

技

　

　

術

　

　

部

下水建設課

水道工務課

住宅施設課

ニュータウン創生課

公園緑地課

上下水道業務課

公園緑地課長

子ども政策課長

○まちづくり推進部次長

建築指導課

河川排水課長

上下水道業務課長

下水建設課長

上下水道経営課長

道路課長

河川排水課

◎健康福祉部長

1  救護所の開設、診療等

2  医療機関との連絡調整

3  医療品等の調達、供給

4  医療ボランティアの受け入れ、調整

◎建設部長

（水防に関すること）

○上下水道部長

1  八田川、地蔵川の水位観測及び巡視

2  被害現地へ土のう積み込み運搬

3  浸水被害地区の排水対策

（調査に関すること）

1  浸水等被害通報地域への調査、巡視

2  その他危険箇所の調査、巡視

3  避難の指示、誘導

4  人命捜索、救助

5  危険箇所の確認巡視、応急対策

6  被害家屋の調査、資料の整理

7  道路地下道の交通整理

（復旧に関すること）

1  公共土木施設の被害調査、災害復旧

2  道路障害物の除去等

3  倒壊家屋対策、瓦礫対策

4  被災住宅対策

健康増進課

健康増進課長

都市整備課長

企画経営課

都市整備課

保険医療年金課

住宅施設課長

都市政策課

救

護

福

祉

部

 まちづくり推進部長

建築指導課長

技

　

　

術

　

　

部

公園緑地課

水道工務課

都市政策課長

建築指導課

河川排水課長

業務課長

下水建設課長

企画経営課長

道路課長

水道工務課長

河川排水課

業　務　課

下水建設課

道　路　課

住宅施設課

公園緑地課長

保険医療年金課長



頁 行

備　考

修正前 修正後

4 5

地域防災計画との整合

4

初動当番者（庁舎内各部の管理職２名 　春日井市に大雨注意報又は洪水注意

を輪番制で指定）の職員で、情報の収 報が発表されたとき。

集、連絡ができる態勢とする。 　庄内川又は、八田川に水防警報（準

１次当番者（初動当番者２名に加え、 備）が発表されたとき。

庁内の総務部・建設部・産業部・健康

福祉部・まちづくり推進部・上下水道

部のうち管理職４名を輪番制で指定）

の職員で、情報の収集、連絡ができる

態勢とする。

２次当番者（消防本部を除く庁内各部

の主査職６名を輪番制で指定）の職員

で、情報の収集、連絡ができる態勢と

する。

・部長全員 　春日井市に大雨警報又は洪水警報

・各課管理職１名 報が発表されたとき。

・市民安全課、河川排水課及び下水建 　庄内川又は、八田川に水防警報（出

　設課は全員 動）が発表されたとき。

・技術部の課は、別に指示する職員

・避難部及び指定避難所配備職員は全

　員で、情報の収集及び市民からの被

　害通報による巡視、調査等ができる

　態勢とする。

・部長及び統括担当者全員

・補佐職及び主査職の概ね半数

・市民安全課、河川排水課及び下水建

　設課は全員

・避難部及び指定避難所配備職員は全

　員で、情報の収集及び市民からの被

　害通報による巡視、調査等ができる

　態勢とする。

・部長及び統括担当者全員 　春日井市に大雨特別警報が発表され

・全職員の概ね半数 たとき。

・市民安全課、河川排水課及び下水建 　市の全域又は特定の地域に甚大な水

　設課は全員 害が発生すると予測されるとき又は大

・避難部及び指定避難所配備職員は全 規模な災害が発生したとき。

　員で、水防活動ができる態勢とする。

　大雨注意報若しくは洪水注意報の発表により、水防警戒活動の必要があると認められ

　配備態勢に入るものとする。

配備態勢

　たとき、庄内川又は、八田川に水防警報（準備）の発表があったときは、直ちに水防

５　水防配備態勢

水防本部の水防配備態勢の種類及び時期

配備時期

水

防

第

２

次

非

常

配

備

態

勢

対

　

策

　

本

　

部

第１次

態勢

第２次

態勢

警

　

戒

　

態

　

勢

初動態勢

水

防

初

動

態

勢

水

防

第

１

次

非

常

配

備

態

勢

初動当番者（庁舎内各部の管理職２名を輪番制で 　春日井市に大雨注意報又

指定）の職員で、情報の収集、連絡ができる態勢 は洪水注意報が発表された

とする。 とき。

１次当番者（初動当番者２名に加え、庁内の総務 　庄内川又は八田川に水防

部・建設部・産業部・健康福祉部・まちづくり推 警報（準備）が発表された

進部・上下水道部のうち管理職４名を輪番制で指 とき。

定）の職員で、情報の収集、連絡ができる態勢と

する。

２次当番者（消防本部を除く庁内各部の主査職６

名を輪番制で指定）の職員で、情報の収集、連絡

ができる態勢とする。

・部長全員 　春日井市に大雨警報又は

・市民安全課、河川排水課及び下水建設課は全員 洪水警報が発表されたとき。

・技術部の課は、別に指示する職員 　庄内川又は八田川に水防

・その他技術部の課は、別に指示する職員 警報（出動）が発表された

・避難部の課は、課長及び主幹、管理職（課長級 とき。

　及び主幹を除く）・主査職の半数

・動員部の課は、管理職・主査職の各１名

・消防公安部においては非常召集に基づく招集者

・その他の課においては、各課管理職１名

・指定避難所配備職員は全員で、情報の収集及び

　市民からの被害通報による巡視、調査等ができ

　る態勢とする。

・部長及び統括担当者（主幹を含む）全員

・市民安全課、河川排水課及び下水建設課は全員

・その他技術部の課は、別に指示する職員

・消防公安部においては非常召集に基づく招集者

・その他の課においては、管理職（課長及び主幹

　を除く）・主査職の半数

・指定避難所配備職員は全員で、情報の収集及び

　市民からの被害通報による巡視、調査等ができ

　る態勢とする。

・部長及び統括担当者（主幹を含む）全員 　春日井市に大雨特別警報

・市民安全課、河川排水課及び下水建設課は全員 が発表されたとき。

・その他技術部の課は、別に指示する職員

・消防公安部においては非常召集に基づく招集者 　市の全域又は特定の地域

・全職員の概ね半数 に甚大な水害が発生すると

・指定避難所配備職員は全員で水防活動ができる 予測されるとき又は大規模

　態勢とする。 な災害が発生したとき。

警

　

戒

　

本

　

部

初

動

態

勢

第

１

次

態

勢

第

２

次

態

勢

対

　

策

　

本

　

部

水

防

初

動

態

勢

水

防

第

１

次

非

常

配

備

態

勢

水

防

第

２

次

非

常

配

備

態

勢

５　水防配備態勢

　大雨注意報若しくは洪水注意報の発表により、水防警戒活動の必要があると認められ

　たとき、庄内川又は八田川に水防警報（準備）の発表があったときは、直ちに水防配

　備態勢に入るものとする。

水防本部の水防配備態勢の種類及び時期

配備態勢 配備時期
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備　考

修正前 修正後
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資材の見直し

5
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第４章　水防施設
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１　水防資器材総括表

　　　　水防倉庫　　棟数　　５棟

第1　水防資器材
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第４章　水防施設第４章　水防施設
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(丁) (丁)

(丁) (丁)

(本) (本)

(丁) (丁)

(枚) (枚)

(本) (本)

(台) (台)

(台) (台)
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第１　水防資器材
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頁 行

備　考

修正前 修正後

6 1

県水防計画との整合

6

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

庄内川

庄内川

4 庄内川

12 庄内川

27.6k

+160m

14

法崩れすべり

堤防高

旧川･破堤跡以外、

履歴有の未施工（月の輪工）

長塚町～松河戸町

勝川町～長塚町

勝川町～松河戸町

松河戸町

松河戸町

松河戸町

松河戸町

Ｂ

洗堀の暫定施工

(木流し工）

断面不足

（シート張り工）

法崩れすべり

堤防断面

堤防高

堤防断面

水衝洗堀

22.8k -30m 24.2k -80m

発生する恐れ、川裏

（シート張り工）

Ｂ

Ｂ

法崩れすべり

発生する恐れ、川裏

（シート張り工）

断面不足

（シート張り工）

河積不足

（積土のう工）

発生する恐れ、川裏

（シート張り工）

250

-90m 29.0k

28.0k

25.8k

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

13

17

Ａ

Ｂ

+80m

24.4k

430

25.4k

24.4k

Ｂ

Ｂ

+150m 24.2k

Ｂ

Ｂ

Ｂ

+170m

Ｂ

650

要

要

+100m

Ｂ

+60m

松河戸町

+160m

+50m

中切町～下津町

Ｂ

+30m

+30m

Ｂ

24.8k +160m

+50m

+120m

+160m25.6k

25.8k

28.6k

10

11

15

16

150

+20m

23.0k +75m

23.6k

+100m

24.0k +150m

950

-30m

Ｂ

Ｂ

23.2k +20m

+100m

+120m
松河戸町

24.2k

+150m

25.2k

23.8k

位　置

22.8k +100m

+60m

23.2k

+150m24.0k

-30m22.4k

25.0k

+100m

22.8k

河積不足

（積土のう工）

種　 別

堤防高Ｂ

+20m

23.0k
御幸町～勝川町

460

御幸町～勝川町

370

1,370

御幸町～勝川町

Ｂ

Ｂ

御幸町～勝川町

松河戸町～中切町

～下津町～上条町

庄内川

庄内川

要

26.6k

庄内川

23.8k

+120m

+140m26.4k

-80m

河川名

+80m

770

22.4k -120m

+155m

松河戸町

+100m

+40m+100m

+160m +60m

27.2k

28.2k

3

+190m

25.0k

6

23.6k

要

上条町

5

庄内川

庄内川

24.4k

庄内川

24.0k

8

7

26.4k

24.2k

庄内川

+30m

9

29.0k

29.0k

26.6k

27.0k

190

130

130

上条町

上条町

上条町

旧川跡

+150m

28.4k

29.0k

-10m

上条町

旧川跡

庄内川

28.8k

1,300

730

230

400

100

河積不足

（積土のう工）

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

断面不足、天端不足

（ｼｰﾄ張り工）

河積不足

（積土のう工）

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

漏水

旧川･破堤跡以外、

履歴有の暫定施工（月の輪工）

重要

度

図面

番号

地  先  名

延長

(m)

摘 　　 要

（水防工法）

Ｈ２１再点検実施

Ｈ２１再点検実施

堤防高

法崩れすべり

河積不足

（積土のう工）

Ｈ２１再点検実施

区間統合

第５章

　第１　水防注意箇所

（１）河川

　　本市における河川、ため池及び重要水門における水防注意箇所は、次のとおりである。

左

右

勝川町、松河戸町

90

堤防断面

堤防高

堤防高

旧川跡

旧川跡

堤防高

漏水

法崩れすべり

庄内川

28.2k

370

上条町

1,470

110

580

松河戸町～中切町

180

150

中切町～下津町

洗堀の未施工

(木流し工）

Ｈ２０川裏腹付（ドレーン工）

28.0～29.0対策済

H21再点検実施

河積不足

（積土のう工）

水衝洗堀

洗堀の暫定施工(木

流し工）

860

発生する恐れ、川裏

(シート張り工）

発生する恐れ、川裏

(シート張り工）

Ｂ

堤防高

水衝洗堀

Ｂ

1

2

27.0k 27.0k

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右

上条町

１箇所 Ａ 工作物

応対基準

（桜佐用水樋管）

18 庄内川

29.0k +88m

-10m
上条町

250 Ｂ 漏水

旧川･破堤跡以外、

履歴有の暫定施工（月の輪工）

上条町

400 要 旧川跡

Ｈ２０川裏腹付（ドレーン工）

28.0～29.0対策済

H21再点検実施

17 庄内川

28.8k -90m 29.0k

16 庄内川

28.6k +160m 29.0k +150m

+60m
上条町

100 要 旧川跡

Ｈ２１再点検実施

上条町

860 Ｂ 水衝洗堀

洗堀の暫定施工(木

流し工）

15 庄内川

28.2k +160m 28.4k

370 Ｂ 法崩れすべり

発生する恐れ、川裏

（シート張り工）

14 庄内川

28.2k 29.0k +170m

Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

13 庄内川

27.6k 28.0k
上条町

27.2k +100m 29.0k +40m
上条町

1,470

+100m
中切町～下津町

180 Ｂ 法崩れすべり

発生する恐れ、川裏

(シート張り工）

中切町～下津町

230 Ｂ 水衝洗堀

洗堀の未施工

(木流し工）

12 庄内川

27.0k -80m 27.0k

730 Ｂ 法崩れすべり

発生する恐れ、川裏

(シート張り工）

11 庄内川

26.4k +140m 26.6k +155m

松河戸町～中切町

～下津町～上条町

1,300 要 旧川跡

Ｈ２１再点検実施

区間統合

25.8k +120m 26.6k +50m
松河戸町

10 庄内川

25.8k +50m 27.0k +160m

+60m
松河戸町～中切町

650 Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

松河戸町

150 Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

9 庄内川

25.6k +160m 26.4k

110 要 旧川跡

Ｈ２１再点検実施

8 庄内川

25.2k +120m 25.4k +120m

Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

7 庄内川

24.8k +160m 25.0k +80m
松河戸町

堤防断面

断面不足

（シート張り工）

6 庄内川

24.4k +30m 25.0k +100m
松河戸町

580

Ｂ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

24.2k +100m 24.4k +30m
松河戸町

130 Ｂ

190 Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

24.2k +100m 24.4k +30m
松河戸町

130

Ａ 漏水

旧川･破堤跡以外、

履歴有の未施工（月の輪工）

5 庄内川

24.0k +150m 24.2k +100m
松河戸町

430 Ｂ 堤防断面

断面不足、天端不足

（ｼｰﾄ張り工）

23.8k -30m 23.8k +60m
勝川町～松河戸町

90

Ｂ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

4 庄内川

23.6k +190m 24.0k +150m
長塚町～松河戸町

460 Ｂ 堤防断面

断面不足

（シート張り工）

23.2k +20m 24.0k +150m
勝川町～松河戸町

950

Ｂ 水衝洗堀

洗堀の暫定施工

(木流し工）

3 庄内川

23.2k +20m 23.6k +150m
勝川町～長塚町

1,370 Ｂ 法崩れすべり

発生する恐れ、川裏

（シート張り工）

22.8k +100m 23.0k +75m
御幸町～勝川町

150

Ｂ 法崩れすべり

発生する恐れ、川裏

（シート張り工）

2 庄内川

22.8k -30m 24.2k -80m
御幸町～勝川町

770 Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

22.4k +20m 22.8k -30m
御幸町～勝川町

370

重要

度

種　 別

摘 　　 要

（水防工法）

1 庄内川

22.4k -120m 23.0k +80m
御幸町～勝川町

第５章

　第１　水防注意箇所

　　本市における河川、ため池及び重要水門における水防注意箇所は、次のとおりである。

（１）河川

図面

番号

河川名

左

右

位　置 地  先  名

延長

(m)
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県水防計画との整合
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右

～
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右 ～
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右 ～
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右 ～
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21

22

庄内川

33.6k +120m

庄内川

20

19

23

上条町

33

18

24

25

26

29.8k

庄内川

庄内川

+100m

上条町

40

29.2k -20m 30.8k

+90m

1,550

桜佐町

29.0k

暫定堤防

（積土のう工）

新堤防

Ｂ

熊野町～神領町

-60m

+30m

130

熊野町

Ｂ

堤防断面

Ｈ24築堤（嵩上げ）

要 新堤防

Ｈ24築堤（嵩上げ）

Ｂ

Ｂ

Ａ

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

31.2k

31.4k

32.0k

庄内川

要 新堤防

要

30.4k

33.4k

+80m

33.6k

32.6k

32.8k

庄内川

32.4k

+30m

+180m

32.2k

32.8k

32.2k

Ｂ

33.8k

190 要

+50m +40m

+50m

30.4k

+80m

+120m

+160m

Ｂ130

30.0k

Ｂ 法崩れすべり+100m

+100m

33.8k

34.0k

34.4k

32.2k

+160m

+100m

+110m

+150m

32.6k

-60m

29.0k

+100m

30.2k

29.4k 30.4k

図面

番号

河川名

左

右

Ａ

+30m

29.0k

30.4k

30.2k

29.0k

29.0k

重要

度

要

要

Ｂ

Ｂ

要

+160m

35

34

32

31

30

36

庄内川

27

28

29

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

庄内川

Ｈ25築堤（嵩上げ）

Ｂ

Ｂ

+30m

32.4k

32.6k

大留町

旧川跡

Ｂ

Ｂ

29.2k

29.0k

位　置

32.2k

+20m

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

要

Ｂ

Ｂ

34.6k

32.8k

+100m

29.2k

+30m

34.2k

+40m

+100m

29.0k

32.8k

30.4k

31.0k

+100m

29.4k

+30m

29.4k +90m

29.0k

+150m

33.8k+100m

+160m

-10m

29.6k

30.2k

+70m

+120m

+40m

+80m

+100m

+70m

+50m

+100m

+180m

+100m

+50m

+100m

熊野町

大留町

熊野町

大留町

+30m

+20m

上条町

大留町

大留町

大留町

大留町

+150m
気噴町

気噴町

470

130

70

神領町

80

260

310

450

大留町～気噴町

230

320

450

1,100

熊野町

200

160

150

170

熊野町

110

大留町

神領町

神領町

540

730

360

190

大留町～気噴町

要

100

80

堤防高

堤防断面

堤防高

新堤防

堤防断面

法崩れすべり

堤防高

堤防断面

水衝洗堀

堤防高

旧川跡

堤防高

旧川跡

堤防高

堤防高

旧川跡

堤防高

堤防高

堤防高

旧川跡

堤防高

堤防高

堤防高

堤防高

種　 別

洗堀の暫定施工

(木流し工）

断面不足、天端不足

（ｼｰﾄ張り工）

桜佐町、熊野町

地  先  名

桜佐町、熊野町

桜佐町

桜佐町

80

100

摘 　　 要

（水防工法）

発生する恐れ、川裏

（シート張り工）

暫定堤防

（積土のう工）

Ｈ２４築提護岸

（嵩上げ）

発生する恐れ、川裏

（シート張り工）

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

Ｈ２１再点検実施

河積不足

（積土のう工）

断面不足

（ｼｰﾄ張り工）

河積不足

（積土のう工）

Ｈ２１再点検実施

河積不足

（積土のう工）

Ｈ２１再点検実施

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

Ｈ２１再点検実施

河積不足

（積土のう工）

河積不足

（積土のう工）

河積不足

（積土のう工）

Ｈ２１再点検実施

+60m

桜佐町

610

延長

(m)

33.4k

30.6k

33.2k

32.0k

33.6k +50m 34.0k -30m

断面不足

（シート張り工）

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

+20m

31.8k

+140m

右

～

右

～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右

～

右

～

20 Ｂ 水衝洗堀

洗堀の未施工

(木流し工）

高蔵寺町

310 Ｂ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

36.0k +180m 36.2k

高蔵寺町

150 Ａ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

38 庄内川

36.0k +100m 36.4k +60m

高蔵寺町

260 Ｂ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

35.8k +100m 36.0k +100m
高蔵寺町

37 庄内川

35.6k +30m 35.8k +100m

+100m
気噴町

310 Ａ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

気噴町

260 Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

36 庄内川

34.4k -10m 34.6k

35 庄内川

34.0k +160m 34.2k +150m

+180m
大留町

80 要 旧川跡

Ｈ２１再点検実施

大留町～気噴町

320 Ｂ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

34 庄内川

33.8k +100m 33.8k

33 庄内川

33.6k +50m 34.0k -30m

+50m
大留町

770 Ｂ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

大留町

190 Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

32 庄内川

32.8k +80m 33.6k

大留町

190 要 新堤防

Ｈ25築堤（嵩上げ）

庄内川

32.6k +60m 32.8k +20m

160 要 旧川跡

Ｈ２１再点検実施

31

庄内川

32.6k +50m 32.8k +40m

Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

30 庄内川

32.4k -60m 32.6k -60m
大留町

32.2k +140m 32.4k +100m
大留町

200

+100m
神領町

70 Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

神領町

80 Ｂ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

29 庄内川

32.2k +50m 32.2k

28 庄内川

32.0k +150m 32.2k +50m

+70m
神領町

360 要 旧川跡

Ｈ２１再点検実施

熊野町～神領町

730 Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

27 庄内川

31.4k +110m 31.8k

130 要 旧川跡

Ｈ２１再点検実施

26 庄内川

31.2k +120m 32.0k +100m

熊野町

470 Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

30.4k +180m 30.6k +80m
熊野町

130 Ｂ 堤防断面

断面不足

（ｼｰﾄ張り工）

25 庄内川

30.4k +30m 31.0k +100m

熊野町

130 Ｂ 堤防高

暫定堤防

（積土のう工）

30.2k +100m 30.4k +30m
熊野町

170 要 旧川跡

Ｈ２１再点検実施

24 庄内川

30.2k +100m 30.4k +30m

Ｂ 水衝洗堀

洗堀の暫定施工

(木流し工）

23 庄内川

29.8k +80m 30.0k +30m
熊野町

610 Ｂ 堤防断面

断面不足、天端不足

（ｼｰﾄ張り工）

29.4k +150m 29.6k +90m
桜佐町

150

Ｂ 法崩れすべり

発生する恐れ、川裏

（シート張り工）

22 庄内川

29.4k +100m 30.4k +30m
桜佐町、熊野町

堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

21 庄内川

29.2k -20m 30.8k
桜佐町

1,550

Ｂ 堤防断面

暫定堤防

（積土のう工）

29.0k +160m 30.2k +30m
桜佐町、熊野町

1,100 Ｂ

法崩れすべり

発生する恐れ、川裏

（シート張り工）

20 庄内川

29.0k +160m 29.4k +100m
桜佐町

450

Ｂ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

29.0k +90m 29.0k +100m

上条町

40 Ｂ

100 Ｂ 堤防断面

断面不足

（シート張り工）

29.0k +40m 29.2k +100m

上条町

100

重要

度

種　 別

摘 　　 要

（水防工法）

19 庄内川

29.0k 29.0k +100m

上条町

図面

番号

河川名

左

右

位　置 地  先  名

延長

(m)



頁 行

備　考

修正前 修正後

8 1

県水防計画との整合

8

右 ～

右 ～

右

～

右

～

右

～

右

～

左

～

右

～

左

右

左 ～

左 ～

左 ～

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

左 ～

左 ～

左

右

右 ～

左

右

1.8k +50m

150 Ｂ 堤防断面

パラペット

（積土のう工）

知多町
1.7k

45 八田川

36.0k

3.7k

4.7k

2.4k

3.4k

3.7k

3.7k

+50m

+82m

4.1k

1.7k

1.8k +50m

4.3k

4.3k

4.4k

4.5k

4.5k

3.9k

3.9k

4.1k

Ａ

4.4k

（広田橋）

0.4k

0.7k

36.6k

38.8k

35.8k

35.6k

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

1.7k

Ａ

左

右

2.1k

（東漸寺橋）

Ａ

Ａ

Ａ

3.9k

36.0k

2.2k

（上下水道橋）

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｂ

1.9k

Ｃ

（花長橋）

（十五丁橋）

（NTT専用橋）

重要

度

51

Ａ

Ａ

Ｂ

41

庄内川

1.9k

40

図面

番号

55

59

49

50

60

56

57

58

53

54

39

46

44

43

52

42

47

48

37

38

庄内川

庄内川

河川名

八田川

八田川

八田川

八田川

八田川

八田川

庄内川

八田川

八田川

八田川

八田川

八田川

八田川

八田川

八田川

八田川

八田川

八田川

八田川

八田川

Ｂ

Ｂ

37.0k

39.4k

堤防高

35.8k

位　置

+30m

36.2k

36.0k

36.4k+100m

+180m

+160m

+100m

+50m

（稲口橋）

+70m

+6m

+33m

+42m

+23m

0.9k

+10m

+26m

+50m

+50m

4.1k

4.3k

4.4k

4.4k

+10m

+36m

4.4k

（朝宮橋）

3.9k

3.9k

+22m

+50m

+20m

高蔵寺町

+100m

高蔵寺町

高蔵寺町

+60m

+100m

+100m

高蔵寺町

地  先  名

御幸町～知多町

+180m

高蔵寺町～玉野町

御幸町

310

20

430

630

1,300

知多町

朝宮町

柏原町

如意申町

如意申町

如意申町

如意申町

柏原町

柏原町～朝宮町

如意申町～朝宮町

知多町～花長町

知多町～花長町

玉野町

朝宮町

知多町～花長町

知多町～味美町

知多町～味美町

旭町～稲口町

朝宮町

柏原町

１箇所

110

260

150

延長

(m)

150

120

150

150

150

200

10

200

200

１箇所

１箇所

130

1,300

Ａ

150

１箇所

１箇所

１箇所

１箇所

１箇所

堤防高

堤防高

堤防高

種　 別

水衝洗堀

堤防高

工作物

堤防高

工作物

工作物

堤防高

堤防断面

堤防高

堤防断面

工作物

工作物

堤防高

堤防強度

堤防高

堤防高

堤防強度

堤防高

工作物

工作物

工作物

工作物

堤防高

堤防高

法面不良

(ｼｰﾄ張り工）

パラペット

（積土のう工）

堤防高不足

積土のう工

パラペット

（積土のう工）

堤防高不足

積土のう工

疎通能力不足

（積土のう工）

堤防高不足

(積土のう工）

疎通能力不足

（積土のう工）

疎通能力不足

（積土のう工）

疎通能力不足

（積土のう工）

疎通能力不足

（積土のう工）

疎通能力不足

（積土のう工）

堤防高不足

積土のう工

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

摘 　　 要

（水防工法）

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

洗堀の未施工

(木流し工）

河積不足

（積土のう工）

堤防高不足

積土のう工

疎通能力不足

（積土のう工）

堤防高不足

（積土のう工）

堤防高不足

積土のう工

疎通能力不足

（積土のう工）

堤防高不足

積土のう工

堤防高不足

積土のう工

法面不良

(ｼｰﾄ張り工）

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

0.5k 1.8k

名古屋市北区東味鋺

～花長町

疎通能力不足

（積土のう工）

Ｂ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

0.6k +74m １箇所

御幸町～名古屋市北

区東味鋺

右

～

左

右

右

～

左

右

左

～

左

～

左

右

左 ～

左 ～

左

～

右 ～

右 ～

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左 ～

右 ～

右 ～

左 ～

左 ～

左

右

右 ～

朝宮町

150 Ｃ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

１箇所 Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

64 八田川

4.5k +50m 4.7k

63 八田川

4.4k +22m （朝宮橋）
柏原町～朝宮町

+10m
柏原町

10 Ｂ 堤防強度

法面不良

(ｼｰﾄ張り工）

柏原町

110 Ｃ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

62 八田川

4.4k 4.4k

61 八田川

4.3k 4.4k +10m

+20m
朝宮町

120 Ａ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

如意申町～朝宮町

200 Ｃ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

60 八田川

4.3k 4.4k

堤防高不足

（積土のう工）

Ａ 堤防断面

パラペット

（積土のう工）

59 八田川

4.1k 4.3k

4.1k
如意申町

200

Ｃ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

Ｂ 堤防断面

パラペット

（積土のう工）

58 八田川

右 3.9k

～

3.9k
如意申町

150

Ｃ 堤防高

150 Ｃ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

57 八田川

右 3.7k +50m

～

Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

56 八田川

3.7k +50m 3.9k
柏原町

Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

55 八田川

3.4k +26m （稲口橋）
旭町～稲口町

１箇所

Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

54 八田川

2.4k +82m （東漸寺橋）
知多町～味美町

１箇所

Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

53 八田川

2.2k +23m （NTT専用橋）
知多町～味美町

１箇所

Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

52 八田川

2.1k +42m （十五丁橋）
知多町～花長町

１箇所

知多町～花長町

１箇所 Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

1.9k +33m （花長橋）
知多町～花長町

１箇所

花長町(知多橋)

70 Ｂ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

51 八田川

1.9k +6m （上下水道橋）

50 八田川

1.8k 1.8k +70m

花長町

100 Ｃ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

御幸町～知多町

1,100 Ａ 堤防断面

堤防断面不足

パラペット

(積土のう工）

49 八田川

1.7k 1.8k

48 八田川

0.7k 1.8k

+70m

御幸町～

知多町(知多橋)

1,170 Ａ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

御幸町

130 Ｂ 堤防強度

法面不良

(ｼｰﾄ張り工）

47 八田川

0.7k 1.8k

１箇所 Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

46 八田川

0.7k +70m 0.9k

45 八田川

0.6k +74m （御幸橋）

御幸町～名古屋市北

区東味鋺

御幸町

100 Ｂ 堤防断面

堤防断面不足

（積土のう工）

御幸町

200 Ｂ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

44 八田川

0.5k 0.6k

１箇所 Ａ 工作物 桁下不足

43 八田川

0.5k 0.7k

42 庄内川

40.k +75m （城嶺橋）

瀬戸市川平町～

玉野町

+100m

玉野町

630 Ａ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

瀬戸市川平町～

玉野町

１箇所 Ａ 工作物

H26.5築堤

（嵩上げ）

41 庄内川

38.8k +50m 39.4k

高蔵寺町～玉野町

430 Ａ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

40 庄内川

38.4k +30m （玉野橋）

延長

(m)

重要

度

種　 別

摘 　　 要

（水防工法）

39 庄内川

36.6k +160m 37.0k +180m

図面

番号

河川名

左

右

位　置 地  先  名



頁 行

備　考

修正前 修正後
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9

左

右

左

右

１箇所

図面

番号

河川名

左

右

位　置 地  先  名 延長(m)

１箇所

重要

度

種　 別

摘 　　 要

（水防工法）

65 八田川

4.5k +36m （広田橋）

朝宮町

66 八田川

4.7k +14m （御殿橋）
朝宮町

Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

地　名 堤　長

注意堤長

重要

度

理由

管理 巡視

構　造

延長 責任者 責任者

（２）ため池

図面

番号

ため池名

68 庄名新池

67 庄名古池

庄名町 150m 150 m Ｂ

※表中、重要度欄の  Ａ　は、水防上最も重要な区間を言う。

 　　　　　　　　　 Ｂ　は、水防上次に重要な区間を言う。

　　　　　　　　　  Ｃ　は、水防上やや危険な区間を言う。

漏水 市 産業部長 土堰堤

　　　　　　　　　  要　は、要注意区間を言う。

（３）水門

図面

番号

河川名 名　称 位　置 管理責任者

69 庄内川 排水樋門 御幸町 国土交通省 上下水道部長

〃 松河戸町 春日井市 建設部長

巡視責任者 構　　造

手動巻上

手動巻上

71 〃 〃 中切町 春日井市 〃 動力巻上

70 〃

〃 鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

72 〃 〃 神領町 〃 〃

〃 熊野町 〃 〃

鋼製手動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

73 内津川 〃 熊野町北 〃

鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

75 〃 〃 桜佐町 〃 〃 鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

74 〃

〃

ﾌﾛｰﾄｹﾞｰﾄｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

手動巻上併設

76 地蔵川 転倒堰 勝川町 愛知県(建設) 〃

樋門 桜佐町 上条用水 産業部長

木製転倒式

77 〃 林島樋門 林島町 〃

木製ﾏｲﾀｰｹﾞｰﾄ

79 〃 〃 熊野町 〃 〃 電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

78 庄内川

〃 手動巻上

80 〃 〃 大留町 高貝用水

鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

〃

〃 桜佐町 上条用水 〃

手動巻上

〃

81 〃 〃 上条町 上条用水

〃

83

新木津用水

〃 大手町

木津用水土地改良区

〃

鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

82 内津川

中央電動式

(鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ)

84

新木津用水 高山制水門

朝宮町

左

右

左 ～

4.7k +14m

Ａ

Ａ

（御殿橋）

61

62 5.7k+50m内津川

八田川

重要

度

5.8k+50m

神屋町字南郷

（宮南橋上流）

朝宮町
１箇所

100

図面

番号

河川名

左

右

位　置 地  先  名

延長

(m)

摘 　　 要

（水防工法）

疎通能力不足

（積土のう工）

（積土のう工）

種　 別

工作物

堤防高

　　　　　　　　　  Ｃ　は、水防上やや危険な区間を言う。

　　　　　　　　　  要　は、要注意区間を言う。

（２）ため池

地　名 堤　長

注意堤長

延長

管理

ため池名 構　造

図面

番号

鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

〃

〃

市150 m

春日井市

 　　　　　　　　　 Ｂ　は、水防上重要な区間を言う。

〃

鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

動力巻上

鋼製手動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

〃

〃

〃

〃

66

排水樋門

63

64

〃

庄名古池

庄名新池

※表中、重要度欄の  Ａ　は、水防上最も重要な区間を言う。

土堰堤Ｂ

巡視

責任者

産業部長

理由

庄名町 150m 漏水

責任者

重要

度

庄内川

建設部長

御幸町

松河戸町

〃

管理責任者

上下水道部長国土交通省

国土交通省

春日井市

〃

〃

〃

67

〃

〃

70

68

69

71

愛知県

神領町

熊野町北

〃

〃

転倒堰

桜佐町

熊野町

〃

木製転倒式

中切町

〃72

手動巻上

手動巻上

〃

〃

勝川町

（３）水門

図面

番号

河川名 名　称 位　置

〃

内津川

巡視責任者 構　　造

65

庄内川 樋門 桜佐町 上条用水 産業部長

〃 〃林島町林島樋門73

地蔵川

〃

〃 手動巻上

75 〃 〃 熊野町

74

フロートゲートｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

手動巻上併設

手動巻上

〃

〃 上条町 上条用水 〃

電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

木製マイターゲート

76 〃 〃 大留町 高貝用水

〃

78 内津川 〃 桜佐町 上条用水 〃 鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

77 〃

〃

中央電動式

(鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ)

79

新木津用水

〃 大手町

木津用水土地改良区

〃

〃 鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

80

新木津用水 高山制水門

朝宮町
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右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

庄内川 右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

11

12 庄内川

16 庄内川

17 庄内川

木流し工 〃 〃14 庄内川

上条町

860 Ｂ

水衝洗堀

〃

中切町～下津町

230

〃13 庄内川

上条町

370 Ｂ

法崩れす

べり

Ｂ

法崩れす

べり

〃

〃

中切町～下津町

180 Ｂ

法崩れす

べり

シート張り工

〃

1 庄内川

2 庄内川

御幸町～勝川町

370

御幸町～勝川町

150 Ｂ

水衝洗堀

木流し工 〃

シート張り工

〃 〃

〃

〃

シート張り工

要

旧川跡

〃 〃

Ｂ

堤防高

積土のう工 〃

Ｈ２０ドレーン工

15 庄内川

上条町

100 要

旧川跡

上条町

400

〃 〃

〃 〃

木流し工 〃 〃

積土のう工

シート張り工

〃

上条町

1,470 Ｂ

堤防高

Ｂ

水衝洗堀

〃

10 庄内川

要

旧川跡

〃

松河戸町

730 Ｂ

法崩れす

べり

シート張り工

〃 〃

松河戸町～中切町

～下津町～上条町

1,300

〃

9 庄内川

松河戸町～中切町

650 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

〃 〃

8 庄内川

松河戸町

150 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃

積土のう工 〃 〃

7 庄内川

松河戸町

110 要

旧川跡

6 庄内川

松河戸町

580 Ｂ

堤防高

〃 〃

松河戸町

130 Ｂ

堤防断面 シート張り工

〃 〃

堤防高

〃

〃

5 庄内川

松河戸町

190 Ｂ

堤防高

松河戸町
積土のう工

積土のう工

〃

〃

勝川町～松河戸町

950 Ｂ

堤防高 積土のう工

〃 〃

3 庄内川

勝川町～長塚町

460 Ｂ

御幸町～勝川町

1,370 Ｂ

法崩れす

べり

4 庄内川

勝川町～松河戸町

90 Ａ

堤防断面

長塚町～松河戸町

430 Ｂ

〃

水防工法 避難先 避難誘導責任者

シート張り工

〃

シート張り工

〃

水防責任者(市長)

シート張り工

　第２　注意区域とその対策

（１）水防活動計画

ア　河川

図面

番号

河川名

シート張り工

御幸町～勝川町

770 Ｂ

堤防高

〃 〃

左

右

地  先  名 延長(m)

上条町

小野小

〃

積土のう工

堤防断面

上条町

40 Ｂ

法崩れす

べり

漏水

100

100

〃

重要

度

種　 別

130 Ｂ

〃

山王小

〃

漏水 月の輪工

18 庄内川

上条町

上条町

月の輪工

250 Ｂ

Ｂ

堤防断面

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

庄内川 右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右 〃

上条町

40 Ｂ

法崩れす

べり

シート張り工

〃

〃

上条町

100 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

〃 〃

19 庄内川

上条町

100 Ｂ

堤防断面 シート張り工

神領小

月の輪工

〃 〃

18 庄内川

上条町

１箇所 Ａ

工作物

17 庄内川

上条町

250 Ｂ

漏水

〃

16 庄内川

上条町

400 要

旧川跡

Ｈ２０ドレーン工

〃 〃

〃 〃

15 庄内川

上条町

100 要

旧川跡

〃

シート張り工

〃 〃

14 庄内川

上条町

860 Ｂ

水衝洗堀

木流し工

13 庄内川

上条町

370 Ｂ

法崩れす

べり

〃

上条町

1,470 Ｂ

堤防高

積土のう工

〃 〃

〃 〃

12 庄内川

中切町～下津町

180 Ｂ

法崩れす

べり

シート張り工

上条小

11

中切町～下津町

230 Ｂ

水衝洗堀

木流し工

〃 〃

松河戸町

730 Ｂ

法崩れす

べり

シート張り工

〃 〃

積土のう工 〃 〃

10 庄内川

松河戸町～中切町

～下津町～上条町

1,300 要

旧川跡

9 庄内川

松河戸町～中切町

650 Ｂ

堤防高

〃

8 庄内川

松河戸町

150 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

〃 〃

7 庄内川

松河戸町

110 要

旧川跡

〃

シート張り工

〃 〃

6 庄内川

松河戸町

580 Ｂ

堤防高

積土のう工

積土のう工

〃 〃

松河戸町

130 Ｂ

堤防高 積土のう工

〃 〃5 庄内川

松河戸町

190 Ｂ

堤防高

松河戸町

130 Ｂ

堤防断面

シート張り工

小野小 〃

勝川町～松河戸町

90 Ａ

漏水 月の輪工

〃 〃

4 庄内川

長塚町～松河戸町

430 Ｂ

堤防断面

シート張り工

〃 〃

勝川町～松河戸町

950 Ｂ

堤防高 積土のう工

〃 〃

3 庄内川

勝川町～長塚町

460 Ｂ

堤防断面

シート張り工

〃 〃

御幸町～勝川町

150 Ｂ

水衝洗堀

木流し工 〃 〃

2 庄内川

御幸町～勝川町

1,370 Ｂ

法崩れす

べり

山王小 水防責任者(市長)

御幸町～勝川町

370 Ｂ

法崩れす

べり

シート張り工

〃 〃

水防工法 避難先 避難誘導責任者

1 庄内川

御幸町～勝川町

770 Ｂ

堤防高

積土のう工

　第２　注意区域とその対策

（１）水防活動計画

ア　河川

図面

番号

河川名

左

右

地  先  名 延長(m)

重要

度

種　 別
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右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

30 庄内川

31 庄内川

33 庄内川

32 庄内川

19 庄内川

図面

番号

河川名

左

右

積土のう工 〃 〃

高蔵寺町

20 Ｂ

水衝洗堀

木流し工 〃 〃

38 庄内川

高蔵寺町

310 Ｂ

堤防高

積土のう工 高座小 〃

高蔵寺町

150 Ａ

堤防高

積土のう工 〃 〃

37 庄内川

高蔵寺町

260 Ｂ

堤防高

気噴町

310 Ａ

堤防高

積土のう工 〃 〃

〃 〃

36 庄内川

〃 〃

35 庄内川

気噴町

260 Ｂ

堤防高

積土のう工

〃

積土のう工 〃 〃

大留町

34 庄内川

大留町

80 要

旧川跡

540 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃

要

新堤防

〃

110

大留町

230 Ａ

堤防高

〃 〃

大留町

190 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

積土のう工 〃 〃

出川小 〃

29 庄内川

大留町

160 要

旧川跡

〃

28 庄内川

神領町

70 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

〃 〃

27 庄内川

神領町

80 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃

積土のう工 〃 〃

26 庄内川

神領町

360 要

旧川跡

25 庄内川

熊野町～神領町

730 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

熊野町

130 要

旧川跡

〃 〃

24 庄内川

熊野町

470 Ｂ

堤防高

〃

熊野町

130 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

22 庄内川

熊野町

170 要

旧川跡

〃

庄内川

桜佐町熊野町

610 Ｂ

堤防断面 シート張り工

〃 〃

シート張り工

20 庄内川

桜佐町

1,550 Ｂ

法崩れす

べり

水防責任者(市長)

地  先  名 延長(m)

〃

桜佐町

450 Ｂ

堤防断面 積土のう工

神領小

桜佐町

80 要

新堤防

Ｈ24築提護岸

嵩上げ

上条小

種　 別 水防工法 避難誘導責任者避難先

〃 〃

重要

度

〃

桜佐町熊野町

1,100 Ｂ

堤防高 積土のう工

大留町

200 Ｂ

堤防高

嵩上げ

〃

〃

桜佐町

150 〃

21

熊野町

130 Ｂ

堤防断面

庄内川 Ｂ

水衝洗堀

木流し工

〃

シート張り工

〃 〃

23 庄内川

大留町

190 要

新堤防

大留町

450 要

新堤防

嵩上げ 〃

〃

嵩上げ 〃 〃

大留町～気噴町

320 Ｂ

堤防高

積土のう工

大留町～気噴町

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

左

右

右

左

右

左 積土のう工 山王小 〃43 八田川

御幸町

200 Ｂ

堤防高

〃

42 庄内川

瀬戸市川平庁～

玉野町(城嶺橋)

１箇所 Ａ

工作物

〃 〃

玉川小 〃

41 庄内川

玉野町

630 Ａ

堤防高

積土のう工 〃

積土のう工 〃 〃

40 庄内川

瀬戸市川平庁～

玉野町(玉野橋)

１箇所 Ａ

工作物

嵩上げ

39 庄内川

高蔵寺町～

       玉野町

430 Ａ

堤防高

積土のう工 〃 〃

高蔵寺町

20 Ｂ

水衝洗堀

木流し工 〃 〃

38 庄内川

高蔵寺町

310 Ｂ

堤防高

高座小 〃

高蔵寺町

150 Ａ

堤防高

積土のう工 〃 〃

積土のう工 〃 〃

37 庄内川

高蔵寺町

260 Ｂ

堤防高

積土のう工

36 庄内川

気噴町

310 Ａ

堤防高

〃

35 庄内川

気噴町

260 Ｂ

堤防高

積土のう工 不二小 〃

〃 〃

34 庄内川

大留町

80 要

旧川跡

〃

積土のう工 〃 〃

33 庄内川

大留町～気噴町

320 Ｂ

堤防高

積土のう工

32 庄内川

大留町

770 Ｂ

堤防高

嵩上げ 出川小 〃

大留町

190 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

31 庄内川

大留町

190 要

新堤防

〃

30 庄内川

大留町

160 要

旧川跡

〃 〃

大留町

200 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃

〃

29 庄内川

神領町

70 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

〃 〃

28 庄内川

神領町

80 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃

積土のう工 〃 〃

27 庄内川

神領町

360 要

旧川跡

26 庄内川

熊野町～神領町

730 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

熊野町

130 要

旧川跡

〃 〃

25 庄内川

熊野町

470 Ｂ

堤防高

〃 〃

熊野町

130 Ｂ

堤防断面 シート張り工

〃 〃

〃 〃

24 庄内川

熊野町

130 Ｂ

堤防高

積土のう工

23 庄内川

熊野町

170 要

旧川跡

〃 〃

庄内川

桜佐町

150 Ｂ

水衝洗堀

木流し工 〃 〃

シート張り工

〃 〃

22

庄内川

桜佐町、熊野町

610 Ｂ

堤防断面 シート張り工

21 庄内川

桜佐町

1,550 Ｂ

法崩れす

べり

水防責任者(市長)

桜佐町、熊野町

1,100 Ｂ

堤防高 積土のう工

〃 〃

避難先 避難誘導責任者

20 庄内川

桜佐町

450 Ｂ

堤防断面 積土のう工

神領小

図面

番号

河川名

左

右

地  先  名 延長(m)

重要

度

種　 別 水防工法



頁 行

備　考

修正前 修正後
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県水防計画との整合
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右

右

左

右

左

右

左

左

左

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

右

右

右

右

右

左

左

左

右

右

左

右

左

右

左

堤防断面

積土のう工 〃 〃

知多町

45 八田川

積土のう工 神屋小 水防責任者(市長)62 内津川

神屋町

（宮南橋上流）

100 Ａ

堤防高

〃

61 八田川

朝宮町(御殿橋)

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工 〃 〃

〃 〃

60 八田川

朝宮町

（広田橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工 〃

積土のう工 〃 〃

59 八田川

朝宮町

150 Ｃ

堤防高

積土のう工

58 八田川

柏原町～朝宮町

（朝宮橋）

１箇所 Ａ

工作物

〃

57 八田川

柏原町

10 Ｂ

堤防強度 シート張り工

〃 〃

柏原小 〃

56 八田川

柏原町

110 Ｃ

堤防高

積土のう工 〃

積土のう工 〃 〃

55 八田川

朝宮町

120 Ａ

堤防高

積土のう工

54 八田川

如意申町～

       朝宮町

200 Ｃ

堤防高

〃

八田川

如意申町

200 Ａ

堤防断面

積土のう工 〃 〃

〃 〃

53

八田川

如意申町

200 Ｃ

堤防高

積土のう工 〃

八田川

如意申町

150 Ｂ

堤防断面

積土のう工

〃

52

八田川

如意申町

150 Ｃ

堤防高

積土のう工 松山小 〃

〃 〃

51 八田川

柏原町

150 Ｃ

堤防高

積土のう工 柏原小

積土のう工 〃 〃

50 八田川

旭町～稲口町

（稲口橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工

49 八田川

知多町～味美町

（東漸寺橋）

１箇所 Ａ

工作物

〃

48 八田川

知多町～味美町

（NTT専用橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工 〃 〃

〃 〃

47 八田川

知多町～花長町

（十五丁橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工 〃

Ａ

工作物

積土のう工 〃 〃

知多町～花長町

（花長橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工

〃

知多町

150 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

150 Ｂ

〃 〃

44 八田川

御幸町

130 Ｂ

堤防強度 シート張り工

〃

積土のう工 玉川小 〃

43 八田川

御幸町

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工

40 庄内川

玉野町

630 Ａ

堤防高

避難誘導責任者

39 庄内川

高蔵寺町～

       玉野町

430 Ａ

堤防高

積土のう工 〃 水防責任者(市長)

図面

番号

河川名

左

右

地  先  名 延長(m)

重要

度

種　 別 水防工法 避難先

山王小 〃

Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃八田川

花長町

1,300

堤防高

積土のう工

46 八田川

知多町～花長町

（上下水道橋）

１箇所

41 八田川

御幸町～知多町

1,300 Ｂ

42

左

左

右

左

左

左

右

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

右

左

左

左

右

右

左

右

左

右

水防責任者(市長)

68 庄名新池

67 庄名古池

庄名町 漏　　水 月の輪工 不二小

イ　ため池

図面

番号

ため池名 地 先 名 種　　別 水防工法 避難先 避難誘導責任者

〃

66 八田川

朝宮町(御殿橋)

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工 〃 〃

〃 〃

65 八田川

朝宮町

（広田橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工 〃

積土のう工 〃 〃

64 八田川

朝宮町

150 Ｃ

堤防高

積土のう工

63 八田川

柏原町～朝宮町

（朝宮橋）

１箇所 Ａ

工作物

〃

62 八田川

柏原町

10 Ｂ

堤防強度 シート張り工

〃 〃

〃 〃

61 八田川

柏原町

110 Ｃ

堤防高

積土のう工 柏原小

積土のう工 〃 〃

60 八田川

朝宮町

120 Ａ

堤防高

積土のう工

59 八田川

如意申町～

       朝宮町

200 Ｃ

堤防高

堤防高

積土のう工 松山小 〃

Ａ

堤防断面

積土のう工 〃 〃

58 八田川

右
如意申町

200

Ｃ

堤防高

積土のう工 柏原小 〃

Ｂ

堤防断面

積土のう工 〃 〃

57 八田川

右
如意申町

150

Ｃ

〃

56 八田川

柏原町

150 Ｃ

堤防高

積土のう工 松山小 〃

〃 〃

55 八田川

旭町～稲口町

（稲口橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工 〃

積土のう工 〃 〃

54 八田川

知多町～味美町

（東漸寺橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工

53 八田川

知多町～味美町

（NTT専用橋）

１箇所 Ａ

工作物

〃

52 八田川

知多町～花長町

（十五丁橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工 〃 〃

知多町～花長町

（花長橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工 〃

〃

51 八田川

知多町～花長町

（上下水道橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工 〃 〃

〃 〃

50 八田川

花長町(知多橋)

70 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃

積土のう工 〃 〃

49 八田川

花長町

100 Ｃ

堤防高

積土のう工

48 八田川

御幸町～知多町

1,100 Ａ

堤防断面

〃

47 八田川

御幸町～知多町

（知多橋）

1,170 Ａ

堤防高

積土のう工 味美小 〃

〃 〃

46 八田川

御幸町

130 Ｂ

堤防強度 シート張り工

〃

積土のう工 山王小 水防責任者(市長)

45 八田川

御幸町～東味鋺

（御幸橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工

種　 別 水防工法 避難先 避難誘導責任者

44 八田川

御幸町

100 Ｂ

堤防断面

図面

番号

河川名

左

右

地  先  名 延長(m)

重要

度



頁 行

備　考

修正前 修正後

14 4

表記の見直し

18 2

県水防計画との整合

13

（１）大雨注意報

（春日井市の指数）

（２）洪水注意報

（春日井市の指数）

春日井市

春日井市

平坦地以外１時間雨量

３０ｍｍ ４０ｍｍ

平坦地１時間雨量 土壌雨量指数基準

９７

流域雨量指数基準

地蔵川流域＝　６

内津川流域＝１３

４０ｍｍ３０ｍｍ

平坦地以外１時間雨量平坦地１時間雨量流域雨量指数基準

地蔵川流域＝　６

内津川流域＝１３

４０ｍｍ３０ｍｍ

平坦地以外１時間雨量１時間雨量

４０ｍｍ

１時間雨量 土壌雨量指数基準

９７３０ｍｍ

（１）大雨注意報

（春日井市の指数）

（２）洪水注意報

（春日井市の指数）

春日井市

春日井市

平坦地以外１時間雨量

「はん濫警戒情報」

　注：堤防の損傷等により、はん濫のおそれが高まったと判断できる場合には、双方が協議した上で、この

　　表によらずに洪水予報を発表することができる。

・はん濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる

　とき

・はん濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状態が継

・はん濫危険水位達すると見込まれたとき

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれると

　き（一時的な水位の上昇・下降に関わらず、水位の上昇の

　の可能性があるとき）

・はん濫危険情報を発表中に、はん濫危険水位を下回ったと

「洪水注意報（発表）

　又は

「洪水警報」

　」又は

「洪水注意報」

「はん濫注意情報」

１　庄内川

種類 情報名 発表基準

「はん濫発生情報」 ・はん濫が発生したとき

・はん濫が継続しているとき

「はん濫危険情報」

　き（避難判断水位を下回った場合を除く）

　続しているとき

・避難判断水位に達したが、水位の上昇が見込まれないとき

「洪水注意報 「はん濫注意情報

（警報解除）」 （警戒情報解除）」

・はん濫危険情報又ははん濫警戒情報を発表中に、避難判断

　水位を下回った場合（はん濫注意水位を下回った場合を除

　く）

・はん濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくなっ

　たとき（はん濫危険水位に達した場合を除く）

「洪水注意報解除」 「はん濫注意情報解

除」

・はん濫危険情報、はん濫警戒情報又ははん濫注意情報を発

　表中に、はん濫注意水位を下回り、はん濫のおそれがなく

　なったとき

「洪水警報（発表）」

・はん濫危険水位に到達したとき

・はん濫危険水位以上の状態が継続しているとき

「氾濫警戒情報」

　注：堤防の損傷等により、氾濫のおそれが高まったと判断できる場合には、双方が協議した上で、

　　この表によらずに洪水予報を発表することができる。

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくなった

　とき（氾濫危険水位に達した場合を除く）

「洪水注意報解除」 「氾濫注意情報解除」 ・氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意情報を発表中に

　、氾濫注意水位を下回り、氾濫のおそれがなくなったとき

「洪水注意報 「氾濫注意情報（警 ・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、避難判断水位

（警報解除）」 戒情報解除）」 　を下回った場合（氾濫注意水位を下回った場合を除く）

　」又は 　き

「洪水注意報」 ・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状態が継続

　しているとき

・避難判断水位に達したが、水位の上昇が見込まれないとき

　避難判断水位を下回った場合を除く）

・避難判断水位を超える状態が継続しているとき（水位の上

　昇の可能性がなくなった場合を除く）

「洪水注意報（発表） 「氾濫注意情報」 ・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれると

・氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき

・避難判断水位に到達し、氾濫危険水位に到達すると見込ま

　れるとき

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれると

　き

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下回ったとき（

　又は ・氾濫が継続しているとき

「洪水警報」 「氾濫危険情報」 ・氾濫危険水位に到達したとき

・氾濫危険水位を超える状態が継続しているとき

種類 情報名 発表基準

「洪水警報（発表）」 「氾濫発生情報」 ・氾濫が発生したとき

１　庄内川
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備　考
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18 1

県水防計画との整合

22 7

表記の見直し

24 23

表記の見直し
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65番

 TP TP TP TP
―

TP TP

地先

 TP TP TP TP TP TP TP

 TP TP TP TP
―

TP TP

 TP TP TP TP ― TP TP

 TP TP TP TP TP TP TP

庄

内

川

所在地

観測

所名

水防団待

機水位ｍ

堤防高

ｍ

はん濫危

険水位ｍ

避難判断

水位ｍ

0/350

-0.11

9.00

水

系

1.10 1.60

出動水位

ｍ

河

床

ｍ

-0.66

1.51 2.11

1.90

河

床

ｍ

-0.17

距離

所

管

単

位

河床高

ｍ

39.67

1.00

10.11

勝川

11.11

2.60

11.71

河

床

ｍ

森山田町 2.00 3.20

河

川

名

地

蔵

川

はん濫注

意水位ｍ

０

点

高

9.11

1.60

10.71 12.31

尾

張

庄

内

川

内

津

川

松本

2/100

尾

張

出川町四

石田70-2

地先

2.20 2.50 4.60

39.64

40.67 41.27 41.57 41.87 42.17 44.27

庄

内

川

内

津

川

内津

川

旧河川

4/400

尾

張

松本町

2.91 5.01

35.93

37.50 38.10 38.70 39.50 41.60

36.59

0.91

5.70

34.00

36.04 36.74 37.24 37.84 40.04

-0.34

34.34

1.70

河

床

ｍ

1.63

河

床

ｍ

5.70

15.70

3.90 4.70 5.00

内

津

川

放

水

路

内津

川

放水路

1/400

尾

張

出川町

北之坪

3.502.40 2.90

6.70

11.63

13.90 14.50 14.70 16.70

10.00

15.00

4.50

２　愛知県水防テレメーターシステム水位観測局

八

田

川

味美

2/400

尾

張

味美町

３丁目

庄

内

川

庄

内

川

３　避難所の設置

　　　水防管理者が指定する避難所は、第５章第２(１)水防活動計画ア河川、イため池の

　　表内｢避難先欄｣に記載した施設とする。

３　避難所の設置

　　　水防管理者が指定する避難所は、第５章第２の(１)水防活動計画ア河川、イため池

　　の表内｢避難先欄｣に記載した施設とする。

３　非常配備時の巡視

　　定する消防団員を各要所に配置して、区域内を巡視させ、異常の有無を確かめるとと

　　もに、水防本部に通報するものとする。水防本部においては速やかに関係各方面に連

　　絡するものとする。

（１）巡視責任者は、大雨又は増水の警報があったときは、計画に基づいてあらかじめ選 （１）巡視責任者は、大雨又は洪水の警報があったときは、計画に基づいてあらかじめ選

３　非常配備時の巡視

　　定する消防団員を各要所に配置して、区域内を巡視させ、異常の有無を確かめるとと

　　もに、水防本部に通報するものとする。水防本部においては速やかに関係各方面に連

　　絡するものとする。

65番

 TP TP TP TP ― TP TP

地先

 TP TP TP TP TP TP TP

 TP TP TP TP ― TP TP

 TP TP TP TP ― TP TP

 TP TP TP TP TP TP TP

は水防警報（水位周知）基準観測局及び基準水位を表す。単位に「河床ｍ」表示の

ものは河床高を各水位上段に表示

は水防警報（水位周知）基準水位ではないため、参考値としての水位

★

(　　)

★5.00 ★5.70 6.70

11.63

13.90 14.50 14.70 15.00 15.70 16.70

河

床

ｍ

1.63

10.00

★3.90 ★4.50 ★4.70

庄

内

川

八

田

川

★

味美

2/400

尾

張

味美町

３丁目

(3.50) 5.70

34.00

36.04 36.74 37.24 37.84 40.04

河

床

ｍ

-0.34

34.34

(1.70) (2.40) (2.90)

庄

内

川

内

津

川

放

水

路

内津川

放水路

1/400

尾

張

出川町

北之坪

(2.91) 5.01

35.93

37.50 38.10 38.70 39.50 41.60

河

床

ｍ

-0.66

36.59

(0.91) (1.51) (2.11)

庄

内

川

内

津

川

内津川

旧河川

4/400

尾

張

松本町

★2.20 ★2.50 4.60

39.64

40.67 41.27 41.57 41.87 42.17 44.27

河

床

ｍ

-0.17

39.67

(1.10) (1.60) (1.90)

庄

内

川

内

津

川

★

松本

2/100

尾

張

出川町四

石田70-2

地先

11.11 11.71 12.31

9.11

(1.00) (1.60) (2.00) (2.60) 3.20

★氾濫危

険水位ｍ

堤防高

ｍ

庄

内

川

地

蔵

川

勝川

0/350

尾

張

森山田町

河

床

ｍ

-0.11

河床高

ｍ

０

点

高

★水防団

待機水位

ｍ

★氾濫注

意水位ｍ

9.00

10.11 10.71

★出動水

位ｍ

★避難判

断水位ｍ
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水

系

河

川

名

観測

所名

距離

所

管

所在地

単

位
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表記の見直し

26 21

表記の見直し
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第５　水防標識及び水防信号第５　避難所の設置

　　　　水防管理者及び消防長は、堤防その他の施設が決壊してはん濫又ははん濫のおそ

　　　れがあるときは、ただちに尾張建設事務所、決壊した施設の管理者、はん濫する方

　　　向の水防管理者及び春日井警察署、関係機関（尾張県民事務所、春日井保健所、尾

　　　張濃林水産事務所等）へ通報しなければならない。

(２)　速　報

　　　防管理者及び春日井警察署、関係機関（尾張県民事務所、春日井保健所、尾張農林

　　　　水防管理者及び消防長は、堤防その他の施設が決壊して氾濫又は氾濫のおそれが

　　　あるときは、ただちに尾張建設事務所、決壊した施設の管理者、氾濫する方向の水

　　　水産事務所等）へ通報しなければならない。

(２)　速　報
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県水防計画との整合
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第１号様式

ｍ 名

（　　　）

特記事項

被　害

種 類 数 量 単 価 金　　額（円）

使用資器材

その他

水防の効果

名 棟 ha ｍ

名

水防作業の

概要及び

水防工法

水

防

の

結

果

種　別 人 家屋 田畑 堤防

名 居住者 名

延出動人員

消防団 名 ( ) 名 計

1

実施箇所

2

3

水防団 自衛隊名

日 時頃

NO. 河川名 左右岸 位　置 人員 実施工法

総雨量 ｍｍ 月　　日　時　　月　　日　　時

水

　

　

　

防

　

　

　

活

　

　

　

動

実施日時 月 日 時頃 ～ 月

級 川水系 川始め 河川

増水(出水)の概要 最高時間雨量 ｍｍ 月　　日　時　　　　　地内

水防報告書（水防管理団体）

報告者 番号 内線

水防管理団体名 平成　　年　　月　　日報告

第１号様式

ｍ 名

（　　　）

特記事項

被　害

種 類 数 量 単 価 金　　額（円）

使用資器材

その他

水防の効果

名 棟 ha ｍ

名

水防作業の

概要及び

水防工法

水

防

の

結

果

種　別 人 家屋 田畑 堤防

名 居住者 名

延出動人員

消防団 名 ( ) 名 計

1

実施箇所

2

3

水防団 自衛隊名

日 時頃

NO. 河川名 左右岸 位　置 人員 実施工法

総雨量 ｍｍ 月　　日　時　　月　　日　　時

水

　

　

　

防

　

　

　

活

　

　

　

動

実施日時 月 日 時頃 ～ 月

級 川水系 川始め 河川

増水(出水)の概要 最高時間雨量 ｍｍ 月　　日　時　　月　　地内

水防報告書（水防管理団体）

報告者 番号 内線

水防管理団体名 平成　　年　　月　　日報告
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備　考

修正前 修正後
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表記の見直し

31 24

表記の見直し
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第１０章　他の水防機関等との協力応援

第１０章　他の水防機関等との協力応援第１０章　他の水防機関等との協力応援

第１０章　他の水防機関等との協力応援

　　日井警察署長にその旨を通知しなければならない。（法第２９条）

　　水防関係者以外の者の立入りを禁止し、制限し若しくは退去を命ずることができる。

　　（法第２１条第１項）

　　　水防管理者及び消防長は、水防上やむを得ない必要があるときは、その区域内の居

　　住者又は水防現場にいるものを水防に従事させることができる。（法第２４条）

　　　水防管理者は、洪水により著しい危険が切迫していると認められるときは、その区

　　域の居住者に対し、避難のため立ち退くことを指示することができる。この場合、春

第１　居住者の義務等

　　　消防機関に属するものは、水防活動上緊急の必要がある場合は、警戒区域を設定し、

第１０章　他の水防機関等との協力応援

第１０章　他の水防機関等との協力応援第１０章　他の水防機関等との協力応援

第１０章　他の水防機関等との協力応援

　　合春日井警察署長にその旨を通知しなければならない。（法第２９条）

　　水防関係者以外の者の立入りを禁止し、制限し若しくは退去を命ずることができる。

　　（法第２１条第１項）

　　　水防管理者及び消防長は、水防上やむを得ない必要があるときは、その区域内の居

　　住者又は水防現場にいるものを水防に従事させることができる。（法第２４条）

　　　水防管理者は、洪水のはん濫により著しい危険が切迫していると認められるときは、

　　その区域の居住者に対し、避難のため立ち退くことを指示することができる。この場

第１　居住者の義務等

　　　消防機関に属するものは、水防活動上緊急の必要がある場合は、警戒区域を設定し、

　　適切にポンプの運転管理(運転調整等)を行う。

　　　河川の水があふれる(越水)及び決壊(破堤)などの恐れがあるときは、外水氾濫によ

　　る甚大な浸水被害を回避するため、河川に強制排水するために設置された排水機の運

　　転を一時的に調整する必要がある。統一的な排水調整を図る必要がある河川について

　　は、排水機の運転調整を円滑に実施するための要綱等が定められている。

　　　南部ポンプ場、大留ポンプ場、勝西ポンプ場、南部暫定ポンプ場の管理者は、第９

　　章の活動に基づき水防警報発表時には、気象条件、河川、流域の状況等を考慮して、

第１１章　排水機の運転調整の意義

第１１章　排水機の運転調整の意義第１１章　排水機の運転調整の意義

第１１章　排水機の運転調整の意義第１１章　排水機の運転調整の意義

第１１章　排水機の運転調整の意義第１１章　排水機の運転調整の意義

第１１章　排水機の運転調整の意義

　　適切にポンプの運転管理(運転調整等)を行う。

　　　河川の水があふれる(越水)及び(破堤)などの恐れがあるときは、外水はん濫による

　　甚大な浸水被害を回避するため、河川に強制排水するために設置された排水機の運転

　　を一時的に調整する必要がある。統一的な排水調整を図る必要がある河川については、

　　排水機の運転調整を円滑に実施するための要綱等が定められている。

　　　南部ポンプ場、大留ポンプ場、勝西ポンプ場、南部暫定ポンプ場の管理者は、第９

　　章の活動に基づき水防警報発表時には、気象条件、河川、流域の状況等を考慮して、



頁 行

備　考

修正前 修正後

35 1

表記の見直し
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総務部

市民安全課

勝西ポンプ場

① 通知

⑤ 停止状態の連絡 南部ポンプ場

大留ポンプ場

　FAXなし

　TEL 0568-52-2299

  〃  0568-52-2049

南部暫定ポンプ場

　FAXなし

○　庄内川排水ポンプ場運転調整連絡系統図

（準備水位の通知）　　　　　：枇杷島水位　（T.P.6.40m）

（基準水位の通知）　　　　　：枇杷島橋水位（T.P.8.00m）

（その他超過洪水による発令）：庄内川堤防越水・破堤

国 土 交 通 省

①通知･発令 名 古 屋市

②通知

名古屋市

（消防局 防災室） 内 部

中部地方整備局

④報告

FAX 052-962-4030

TEL 052-972-3522

③報告

（省略）

庄内川河川事務所

管理課 ①通知･発令 春 日 井 市

FAX 052-914-6784

TEL 052-914-6714

（建設部 河川排水課）

④報告

FAX 0568-83-2960

TEL 0568-85-6360

②通知

③報告

FAX 0568-83-9988

TEL 0568-85-6061

②通知

（勝西浄化センター内）

③報告

FAX 0568-34-8488

TEL 0568-33-0980

②通知

（南部浄化センター内）

③報告

FAX 0568-36-1094

TEL 0568-36-1190

②通知

③報告

②通知

③報告

　TELなし

国土交通省中部地方整備局

愛 知 県 庄内川河川事務所 庄内川河川事務所

（洪水予報センター） （建設部 河川課） （第一出張所） （第二出張所）

FAX ﾏｲｸﾛ 85-3785

TEL ﾏｲｸﾛ 85-3803

FAX 052-953-1457

TEL 052-954-6552

FAX ﾏｲｸﾛ 6140

TEL ﾏｲｸﾛ 6121

FAX ﾏｲｸﾛ 6240

TEL ﾏｲｸﾛ 6221

総務部

市民安全課

勝西ポンプ場

① 通知

⑤ 停止状態の連絡 南部ポンプ場

大留ポンプ場

　FAXなし

南部暫定ポンプ場

　FAXなし

（洪水予報センター） （建設部 河川課） （第一出張所） （第二出張所）

FAX ﾏｲｸﾛ 85-3785

TEL ﾏｲｸﾛ 85-3803

FAX 052-953-1457

TEL 052-954-6552

FAX ﾏｲｸﾛ 6140

TEL ﾏｲｸﾛ 6121

FAX ﾏｲｸﾛ 6240

TEL ﾏｲｸﾛ 6221

②通知

③報告

TEL 0568-88-8052

国土交通省中部地方整備局

愛 知 県 庄内川河川事務所 庄内川河川事務所

②通知

（南部浄化センター内）

③報告

FAX 0568-36-1094

TEL 0568-36-1190

②通知

③報告

TEL 0568-52-2296

〃  0568-52-2094

②通知

③報告

FAX 0568-83-9988

TEL 0568-85-6061

②通知

（勝西浄化センター内）

③報告

FAX 0568-34-8488

TEL 0568-33-0980

管理課 ①通知･発令 春 日 井 市

FAX 052-914-6784

TEL 052-914-6714

（建設部 河川排水課）

④報告

FAX 0568-83-2960

TEL 0568-85-6360

中部地方整備局

④報告

FAX 052-962-4030

TEL 052-972-3522

③報告

（省略）

庄内川河川事務所

（基準水位の通知）　　　　　：枇杷島橋水位（T.P.8.00m）

（その他超過洪水による発令）：庄内川堤防越水・破堤

国 土 交 通 省

①通知･発令 名 古 屋市

②通知

名古屋市

（消防局 防災室） 内 部

○　庄内川排水ポンプ場運転調整連絡系統図

（準備水位の通知）　　　　　：枇杷島水位　（T.P.6.40m）
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① 通知

⑥ 停止状態の連絡

総務部

市民安全課

勝西ポンプ場

① 通知

⑥ 停止状態の連絡 南部ポンプ場

大留ポンプ場

　FAXなし

南部暫定ポンプ場

　FAXなし

国 土 交 通 省

②通知 名 古 屋市 ③通知 名古屋市

（消防局 防災室）

③通知

④報告

TEL 0568-88-8052

国土交通省中部地方整備局

愛 知 県 庄内川河川事務所 庄内川河川事務所

（第二出張所）

FAX 0568-36-1094

TEL 0568-36-1190

③通知

④報告

TEL 0568-52-2296

〃  0568-52-2094

④報告

FAX 0568-34-8488

TEL 0568-33-0980

③通知

（南部浄化センター内）

④報告

④報告 FAX 0568-83-9988

TEL 0568-85-6061

③通知

庄内川河川事務所

管理課 ②通知 春 日 井 市

FAX 052-914-6784

TEL 052-914-6714

（建設部 河川排水課）

（勝西浄化センター内）

内 部

中部地方整備局

⑤報告

FAX 052-962-4030

TEL 052-972-3522

（新川が排水調整時、且つ、庄内川の洪水が新川洗堰を越流するときの通知）

FAX 052-961-7879

TEL 052-961-4421

④報告

（省略）

愛知県(尾張建設事務所)

③通知

⑤報告

FAX 0568-83-2960

TEL 0568-85-6360

FAX ﾏｲｸﾛ 85-3785

TEL ﾏｲｸﾛ 85-3803

FAX 052-953-1457

TEL 052-954-6552

FAX ﾏｲｸﾛ 6140

TEL ﾏｲｸﾛ 6121

FAX ﾏｲｸﾛ 6240

TEL ﾏｲｸﾛ 6221

（洪水予報センター） （建設部 河川課） （第一出張所）

① 通知

⑥ 停止状態の連絡

総務部

市民安全課

勝西ポンプ場

① 通知

⑥ 停止状態の連絡 南部ポンプ場

大留ポンプ場

　FAXなし

　TEL 0568-52-2299

  〃  0568-52-2049

南部暫定ポンプ場

　FAXなし

国 土 交 通 省

②通知 名 古 屋市 ③通知 名古屋市

（消防局 防災室）

③通知

④報告

国土交通省中部地方整備局

愛 知 県 庄内川河川事務所 庄内川河川事務所

（第二出張所）

FAX 0568-36-1094

TEL 0568-36-1190

③通知

④報告

④報告

FAX 0568-34-8488

TEL 0568-33-0980

③通知

（南部浄化センター内）

④報告

　TELなし

④報告 FAX 0568-83-9988

TEL 0568-85-6061

③通知

庄内川河川事務所

管理課 ②通知 春 日 井 市

FAX 052-914-6784

TEL 052-914-6714

（建設部 河川排水課）

（勝西浄化センター内）

内 部

中部地方整備局

⑤報告

FAX 052-962-4030

TEL 052-972-3522

（新川が排水調整時、且つ、庄内川の洪水が新川洗堰を越流するときの通知）

FAX 052-961-7879

TEL 052-961-4421

③通知

⑤報告

④報告

（省略）

愛知県(尾張建設事務所)

FAX 0568-83-2960

TEL 0568-85-6360

FAX ﾏｲｸﾛ 85-3785

TEL ﾏｲｸﾛ 85-3803

FAX 052-953-1457

TEL 052-954-6552

FAX ﾏｲｸﾛ 6140

TEL ﾏｲｸﾛ 6121

FAX ﾏｲｸﾛ 6240

TEL ﾏｲｸﾛ 6221

（洪水予報センター） （建設部 河川課） （第一出張所）
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春日井市鳥居松町5-44

国土交通省庄内川河川事務所

愛知県防災局消防課

国土交通省中部地方整備局

通　信　発　信　機　関

春日井市役所 0568-81-5111

電 話 番 号

名古屋市中区三の丸2-5-1

所　　　在　　　地

愛知県尾張県民事務所

愛知県尾張建設事務所

愛知県防災局災害対策課

愛知県尾張建設事務所河川整備課

愛知県尾張農林水産事務所

春日井市医師会

名古屋地方気象台

愛知県庁

愛知県建設部河川課

052-953-8119

国土交通省中部地方整備局河川管理課

052-953-8155

052-914-6711

〃

名古屋市北区福徳町5-52

名古屋市中区三の丸3-1-2

〃

春日井市八田町2-43-1

名古屋市守山区脇田町401

瀬戸市原山町1-2

052-961-2111

052-951-1213

052-961-2111

052-961-2111

052-961-7211

愛知県警察本部

春日井警察署

守山警察署

瀬戸警察署

春日井保健所

(一財)河川情報センター名古屋センター

陸上自衛隊第１０師団

航空自衛隊小牧基地

航空自衛隊第４補給処高蔵寺支所

陸上自衛隊春日井駐とん地

名古屋テレビ放送（株）

東海旅客鉄道株式会社

西日本電信電話(株)名古屋支店

尾張中央農業(協)小牧市高根本店

中部電力（株）春日井営業所

東邦ガス（株）春日井営業所

中部ケーブルネットワーク（株）

中日新聞春日井支局

朝日新聞春日井通信局

毎日新聞春日井通信部

読売新聞小牧春日井通信部

（一社）春日井建設協会

日本放送協会名古屋放送局

中部日本放送（株）

東海テレビ放送（株）

中京テレビ放送（株）

中部経済新聞編集局（小牧支局）

名古屋市役所

〃

〃

名古屋市中区三の丸2-6-1

〃

〃

〃

名古屋市中区三の丸2-1-1

テレビ愛知（株）

052-961-4421

052-961-4421

052-961-7211

052-951-1611

0568-56-0110

052-798-0110

0561-82-0110

春日井市柏井町2-31

春日井市柏原町5-376

名古屋市千種区日和町2-18

名古屋市中区丸の内3-5-10

名古屋市守山区守山3-12-1

0568-31-2188

0568-82-8300

052-751-5124

052-962-9620

052-791-2191

小牧市春日寺1-1

春日井市木附町無番地

名古屋市東区東桜1-14-27

名古屋市昭和区高峯町154

春日井市西山町無番地

名古屋市中村区名駅1-1-4

名古屋市中区大須4-9-60

小牧市高根2-7-1

春日井市鳥居松町4-83

名古屋市中区橘2-9-18

名古屋市中区大須2-4-8

春日井市八田町2-43-12

春日井市鳥居松町3-60

春日井市小木田町107-301

春日井市柏井町2-37

春日井市春見町44

名古屋市東区東桜1-13-3

名古屋市中区新栄1-2-8

0568-76-2191

0568-81-7183

052-564-2476

052-291-2127

0568-47-5700

0568-51-0265

0568-81-1550

0568-31-6144

0568-81-6874

052-952-7273

052-259-1367

052-951-2511

052-832-3311

052-331-8111

052-201-9268

0568-85-1177

0568-81-2233

0568-81-2036

小牧市古雅3-61-3

小牧市新町3-160-108

名古屋市中区三の丸3-1-1

春日井市乙輪町1-1 0568-83-7450

0568-78-6370

0568-77-1828

052-961-1111

小牧市古雅3-61-3

小牧市新町3-160-108

名古屋市中区三の丸3-1-1

春日井市乙輪町1-1 0568-83-7450

0568-78-6370

0568-77-1828

052-961-1111

052-832-3311

052-331-8111

052-201-9268

0568-85-1177

0568-81-2233

0568-81-2036

0568-81-1551

0568-31-6144

0568-81-6874

052-952-7273

052-259-1367

052-951-2511

0568-76-2191

0568-81-7183

052-564-2476

052-291-2127

0568-47-5700

0568-51-0265

名古屋市中区橘2-9-18

名古屋市中区大須2-4-8

春日井市八田町6-21-24

春日井市鳥居松町3-60

春日井市小木田町107-301

春日井市柏井町2-37

春日井市春見町44

名古屋市東区東桜1-13-3

名古屋市中区新栄1-2-8

小牧市春日寺1-1

春日井市木附町無番地

名古屋市東区東桜1-14-27

名古屋市昭和区高峯町154

春日井市西山町無番地

名古屋市中村区名駅1-1-4

名古屋市中区大須4-9-60

小牧市高根2-7-1

春日井市鳥居松町4-83

名古屋市千種区日和町2-18

名古屋市中区丸の内3-5-10

名古屋市守山区守山3-12-1

0568-31-2188

0568-82-8300

052-751-5124

052-962-9620

052-791-2191

テレビ愛知（株）

052-961-4421

052-961-4421

052-961-7211

052-951-1611

0568-56-0110

052-798-0110

0561-82-0110

春日井市柏井町2-31

春日井市柏原町5-376

中京テレビ放送（株）

中部経済新聞編集局（小牧支局）

名古屋市役所

〃

〃

名古屋市中区三の丸2-6-1

〃

〃

〃

名古屋市中区三の丸2-1-1

東邦ガス（株）春日井営業所

中部ケーブルネットワーク（株）

中日新聞春日井支局

朝日新聞春日井通信局

毎日新聞春日井通信部

読売新聞小牧春日井通信部

（社）春日井建設協会

日本放送協会名古屋放送局

中部日本放送（株）

東海テレビ放送（株）

(財)河川情報センター名古屋センター

陸上自衛隊第１０師団

航空自衛隊小牧基地

航空自衛隊第４補給処高蔵寺支所

陸上自衛隊春日井駐とん地

名古屋テレビ放送（株）

東海旅客鉄道株式会社

西日本電信電話(株)名古屋支店

尾張中央農業(協)小牧市高根本店

中部電力（株）春日井営業所

052-961-7211

愛知県警察本部

春日井警察署

守山警察署

瀬戸警察署

春日井保健所

名古屋市中区三の丸3-1-2

〃

春日井市八田町2-43-1

名古屋市守山区脇田町401

瀬戸市原山町1-2

052-961-2111

052-951-1213

052-961-2111

052-961-2111

愛知県庁

愛知県建設部河川課

052-953-8119

国土交通省中部地方整備局河川管理課

052-953-8155

052-914-6711

〃

名古屋市北区福徳町5-52

愛知県尾張建設事務所河川整備課

愛知県尾張農林水産事務所

春日井市医師会

名古屋地方気象台

愛知県防災局災害対策課

0568-81-5111

電 話 番 号

名古屋市中区三の丸2-5-1

所　　　在　　　地

愛知県尾張県民事務所

愛知県尾張建設事務所

国土交通省庄内川河川事務所

愛知県防災局消防課

国土交通省中部地方整備局

通　信　発　信　機　関

春日井市役所 春日井市鳥居松町5-44
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4 通　信　発　信　機　関

高森台小学校 春日井市高森台8-1 0568-91-4817

西山小学校

0568-91-2556春日井市岩成台6-3岩成台小学校

春日井市東野町1-9

春日井市西山町1575-6 0568-81-7288

0568-51-0029

0568-51-0109

0568-91-3005

0568-81-1884

0568-31-5197

0568-81-8995

0568-81-2601

0568-81-2247

0568-81-2749

0568-88-0001

0568-88-0059

0568-51-0077

0568-31-6545

0568-31-2106

0568-31-2201

0568-81-2536

0568-81-3001

0568-31-3043

0568-85-7878

0568-33-0808

0568-92-8511

0568-57-0057

0568-84-0381

0568-31-2213

0568-85-6381

0561-85-0119

0568-76-0119

0568-88-0024

0568-31-3522

0568-51-0002

0568-72-2101

052-972-3504

0568-82-0119

0568-81-2219

0568-32-3111

0568-51-1515

0568-92-6251

0568-31-4270

0568-83-9119

春日井市出川町3-14-1

春日井市玉野町1687

春日井市藤山台3-2

春日井市味美白山町2-3-1

春日井市若草通2-1-1

春日井市宮町字宮町3

春日井市篠木町5-1313-3

春日井市牛山町2150

春日井市東野町字落合池1-2

春日井市味美町3-41

春日井市神領町1-1-8

春日井市勝川新町1-49

春日井市月見町45

春日井市小野町5-70

春日井市春見町23-2

春日井市坂下町5-324

春日井市西尾町6-6

春日井市高蔵寺町北4-777-1

瀬戸市苗場町101

小牧市安田町119

春日井市神屋町707

春日井市西本町1-15-1

春日井市高蔵寺町3-2-1

春日井市田楽町1845

春日井市下条町666-6

春日井市宮町3-8-2

春日井市中央台2-2-1

春日井市鷹来町1-1-1

春日井市藤山台10-3

春日井市美濃町1-123

春日井市下条町3-6-2

春日井市田楽町1290

春日井市高蔵寺町3-2-1

春日井市鳥居松町5-44

所　　　在　　　地

瀬戸市追分町64-1

小牧市堀の内3-1

名古屋市中区三の丸3-1-1

春日井市鳥居松町5-44

春日井市梅ヶ坪町109-1

不二小学校

玉川小学校

藤山台小学校

神領小学校

山王小学校

松原小学校

鳥居松小学校

小野小学校

八幡小学校

坂下小学校

西尾小学校

高座小学校

白山小学校

勝川小学校

春日井小学校

篠木小学校

鷹来小学校

牛山小学校

春日井市南部ふれあいセンター

春日井市西部ふれあいセンター

春日井市東部市民センター

春日井市民病院

春日井市勤労福祉会館

味美小学校

春日井市消防団

瀬戸市消防本部

小牧市消防本部

春日井市役所坂下出張所

春日井市味美ふれあいセンター

春日井市高蔵寺ふれあいセンター

小牧市役所

名古屋市消防局

春日井市消防本部

春日井市消防署

春日井市消防署東出張所

春日井市消防署西出張所

春日井市消防署南出張所

春日井市消防署北出張所

春日井市消防署高蔵寺出張所

瀬戸市役所

電 話 番 号

0561-82-7111瀬戸市役所

所　　　在　　　地 電 話 番 号

小牧市役所

0561-82-7111

0568-72-2101

名古屋市消防局

春日井市消防本部

春日井市消防署

春日井市消防署東出張所

春日井市消防署西出張所

春日井市消防署南出張所

春日井市消防署北出張所

春日井市消防署高蔵寺出張所

春日井市消防団

瀬戸市消防本部

小牧市消防本部

春日井市役所坂下出張所

春日井市味美ふれあいセンター

春日井市高蔵寺ふれあいセンター

春日井市南部ふれあいセンター

春日井市西部ふれあいセンター

春日井市東部市民センター

春日井市民病院

春日井市勤労福祉会館

味美小学校

白山小学校

勝川小学校

春日井小学校

篠木小学校

鷹来小学校

牛山小学校

鳥居松小学校

小野小学校

八幡小学校

坂下小学校

西尾小学校

高座小学校

不二小学校

玉川小学校

藤山台小学校

神領小学校

山王小学校

松原小学校

岩成台小学校

瀬戸市追分町64-1

小牧市堀の内3-1

名古屋市中区三の丸3-1-1

春日井市鳥居松町5-44

春日井市梅ヶ坪町109-1

春日井市藤山台10-3

春日井市美濃町1-123

春日井市下条町3-6-2

春日井市田楽町1290

春日井市高蔵寺町3-2-1

春日井市鳥居松町5-44

瀬戸市苗場町101

小牧市安田町119

春日井市神屋町707

春日井市西本町1-15-1

春日井市高蔵寺町3-2-1

春日井市下条町666-6

春日井市牛山町2150

春日井市宮町3-8-2

春日井市中央台2-2-1

春日井市鷹来町1-1-1

春日井市東野町字落合池1-2

春日井市味美町3-41

春日井市味美白山町2-3-1

春日井市勝川新町1-49

春日井市東野町1-9

春日井市小野町5-70

春日井市春見町23-2

春日井市坂下町5-324

春日井市西尾町6-6

春日井市高蔵寺町北4-777-1

春日井市出川町3-14-1

春日井市玉野町1687

春日井市藤山台1-1

春日井市神領町1-1-8

春日井市若草通2-1-1

春日井市宮町字宮町3

春日井市篠木町5-1313-3

春日井市田楽町1845

春日井市月見町45

052-972-3504

0568-82-0119

0568-81-2219

0568-92-6251

0568-51-1515

0568-85-6381

0568-31-4270

0568-83-9119

0568-32-3111

0561-85-0119

0568-76-0119

0568-88-0024

0568-31-3522

0568-51-0002

0568-85-7878

0568-33-0808

0568-92-8511

0568-57-0057

0568-84-0381

0568-31-2213

0568-31-6545

0568-31-2106

0568-31-2201

0568-81-2536

0568-81-3001

0568-31-3043

0568-81-2601

0568-81-2247

0568-81-2749

0568-88-0001

0568-88-0059

0568-51-0077

0568-51-0029

0568-51-0109

0568-91-3005

0568-81-1884

0568-31-5197

0568-81-8995

0568-91-2556

0568-81-7288春日井市西山町1575-6西山小学校

春日井市岩成台6-3

通　信　発　信　機　関


